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（14）汚染物質の排出、流出、いっ出、漏出またはそれらが発生するおそれがある状態 

に起因する損害賠償請求 

（15）汚染物質の検査、監視、清掃、除去、漏出等の防止、処理、無毒化または中和化 

の指示または要請に起因する損害賠償請求 

（16）地震、噴火、洪水、高潮または津波に起因する損害賠償請求 

（17）記名法人、記名法人の職員が原告の一部となってなされた一連の損害賠償請求 

に起因する損害賠償請求 

（ただし、被保険者と利害関係のない記名法人の職員を除きます。） 

（18）雇用行為、雇用上の差別または不当解雇に起因して提起された損害賠償請求 

（19）不当な逮捕、投獄、暴行または体罰に起因して提起された損害賠償請求 

（20）被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者（被保険者のために 

その仕事を行う者を含みます。）が行う次の（ア）から（エ）までの仕事に起因 

して提起された損害賠償請求 

（ア）医療行為（注） 

（イ）あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等 

（ウ）法令により医師、歯科医師、獣医師または薬剤師にかぎり認められてい 

る医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売、授与またはこれらの指示 

（エ）身体の美容または整形 

（注）・救急救命士法に基づいて救急救命士が行う傷病者を病院または診療所 

    に搬送するまでの間に、その傷病者に対して応急処置を行う業務を除 

    きます。 

      ・公的医療機関以外の部署に所属する看護師・保健師・准看護師・助産師 

が行う看護業務を除きます。（公的医療機関に所属する看護師・保健師・ 

准看護師・助産師は対象外となります。） 

（21）獣医師が行う専門職行為に起因して提起された損害賠償請求 

（22）航空機、自動車（道路運送車両法〈昭和 26年法律第 185 号〉によって定められ 

る自動車および原動機付自転車をいいます。）または施設外における船、車両（原 

動力がもっぱら人力である場合を除きます。）の所有、使用または管理に起因し 

て提起された損害賠償請求 

（23）プライバシーの侵害（個人情報の漏えいを除きます。）、肖像権の侵害または不当 

な身体の拘束による自由の侵害等の人格権の侵害に起因して提起された損害賠 

償請求 

（24）財物の紛失または盗難（それらに起因する財物の使用不能損害を含みます。）に 

起因して提起された損害賠償請求 

（25）セクシャルハラスメント・パワーハラスメントに起因して提起された損害賠償 

   請求 

＊争訟費用については、この規定を適用しません。 
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（26）公序良俗に反する行為または給付に起因して提起された損害賠償請求 

（27）特許権、商標権等の知的財産権および著作権の侵害に起因する損害賠償請求 

（28）業務の結果を保証することにより加重された損害賠償請求 

（29）被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別な約定がある場合において、そ 

   の約定によって加重された損害賠償請求 

（30）不正な手段による入学、進級、進学、卒業、成績評価、就職斡旋等に起因する損 

害賠償請求 

（31）被保険者の指導力が不足しているとしてなされた損害賠償請求 

（32）被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われ 

た不正競争等の不当な広告宣伝活動、放送活動または出版活動による他人の営 

業権の侵害（商号の侵害または虚偽の事実の陳述もしくは流布による営業上の 

信用の侵害を含みます。）に起因する損害賠償請求 

（33）議会が被保険者に対する損害賠償請求を放棄した事実に起因する損害賠償請求 

（34）被保険者が過去任用または選任されていた国もしくは公共団体（以下「既任用団 

体」といいます。）または既任用団体の職員が原告の一部となってなされた一連 

の損害賠償請求                          など 

（注）上記（14）～（34）については、実際にその行為があったとの申し立てに基づい 

て被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも適用され、（1）～（13）に 

ついてその適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われます。 

 

＊記名法人とは、 

保険証券（加入者証）記載の記名法人欄に記載された地方公共団体をいい、次のア.か

らウ.に掲げる法律および条例のいずれかの規定に基づき記名法人から被保険者が派遣

されている地方公共団体または公益団体を含みます。 

ア.公益法人等への一般職の地方公務員の派遣に関する法律 

イ.地方自治法 

ウ.公益法人等への記名法人の職員の派遣に関する条例 

 

 

 



１３　奈良市債権管理条例と地方自治法９６条の関係について
　　総務部 滞納整理課

地方自治法（昭和22年法律第67号）

　 第96条第1項　 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。

　　 第10号　 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。

　※地方自治法第96条第1項第10号に規定する「条例に特別の定めがある場合」を定めたものに、奈良市債権管理条例第11条が当たる。

奈良市債権管理条例（平成25年奈良市条例第11号）

　 第11条　 債権管理者は、非強制徴収公債権等について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該債権及びこれに係る延滞金等を放棄することができる。

　　  第1号　 債務者が死亡、失踪、行方不明その他これらに準ずる事情にあり、当該債権について徴収できる見込みがないと認められるとき。

 　　 第2号　破産法（平成16年法律第75号）第253条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。

 　　 第3号　 

 　　 第4号　 

 　 　第5号　 私債権について消滅時効の時効期間が経過したとき。

　  　第6号　

　　  第7号　 

債務者が生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態にあり、当該債権について、履行させることが困難

又は不適当であると認められるとき。

債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに当該債権に優先して弁

済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

令第171条の2に規定する強制執行等又は令第171条の4に規定する債権の申出等の措置をとっても、なお完全に履行されない当該債権について、強制

執行等の措置又は債権の申出等の措置が終了したときにおいて、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行させることが困難又は不適当であ

ると認められるとき。

令第171条の5に規定する徴収停止の措置をとった当該債権について、徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお履行

させることが困難又は不適当であると認められるとき。
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17． 相手方（地権者）との買収価格決定に関する検討記録 

市民部 斎苑管理課 

 

新斎苑整備事業に係る用地買収費等について 

 

○用地の概況 

 

〇用地交渉までの流れ 

平成 25 年１月 地権者へ候補地として改めて協力を依頼し、了解を得る 

平成 25 年２月 横井町山林を有力候補地と公表 

平成 27 年７月 地権者と覚書を締結 

「鑑定評価額等に基づく適切な価格で購入する」旨定める 

平成 29 年５月 都市計画決定（約 4.9ha） 

  平成 29 年９月 不動産鑑定評価を２社に依頼（基準日：平成 29 年 10 月１日付） 

  平成 29 年 10 月 不動産鑑定評価書完成 

  

〇買収単価の算出について 

不動産鑑定評価を二社行った結果、鑑定額としては以下の通り。 

 

鑑 定 士 評価額 

大和不動産鑑定 ¥445 

わかくさ不動産鑑定 ¥482 

二社による平均評価額 ¥463 

 

地権者との用地取得に係る覚書には「鑑定評価等に基づく～」と表記をしており、鑑

地目 山林、保安林 

現況 山林 

筆数 ７筆 

公簿面積 99,419 ㎡  

実測面積 110,780.88 ㎡ 

（うち道路部分 約 9,000 ㎡、火葬場敷地部分 約 49,000 ㎡） 

候補地の区域 市街化調整区域、第二種風致地区（春日山風致地区） 

大和青垣国定公園第二種特別地域、砂防指定、保安林等 
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定評価以外に比較検討できる事例等を調査した。 

その中で、近隣の岩井川ダムの用地買収において、奈良県が昭和 61 年に 4,300 円で購

入している事例があった。 

その単価について、地価調査（基準値）「奈良（林）- 5」である山林の変動率（別紙）

で補正すると 2,566 円となり、不動産鑑定評価と岩井川ダム単価（変動率補正）の平均

を計算すると以下の通りとなる。 

平成 29 年 11 月上旬に市の売買単価の上限を決定 

 

内  訳 金額 

鑑定評価額 ¥463 

岩井川ダム単価 

（変動率補正） 
¥2,566 

平 均 ¥1,514 

 

  平成 29 年 11 月７日  鑑定を提示 

       ～       ＜交渉期間＞ 

  平成 29 年 11 月 19 日 市の上限設定単価 1,514 円/㎡で双方合意に至る。 

 

  

 以上より、採用する単価を 1,514 円/㎡とするものである。 

⇒1,514 円×110,780.88 ㎡＝167,722,252 円 


